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【手続補正書】
【提出日】令和2年3月2日(2020.3.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信方法であって、
　端末装置は、ネットワーク機器から送信された非周期的サウンディング基準信号（ＳＲ
Ｓ）をトリガーするためのトリガーシグナリングを受信することと、
　前記端末装置は、前記トリガーシグナリングに基づき、前記非周期的ＳＲＳのＳＲＳタ
イプを確定することと、
　前記端末装置は、確定されたＳＲＳタイプに基づき、前記非周期的ＳＲＳを送信するた
めのリソース及び／又は伝送方式を確定することと、
　前記端末装置は、確定されたリソース及び／又は確定された伝送方式に基づき、前記ネ
ットワーク機器へ前記非周期的ＳＲＳを送信することと、を含むことを特徴とする、前記
無線通信方法。
【請求項２】
　前記確定されたＳＲＳタイプは、前記端末装置のサポートする複数のＳＲＳタイプのう
ちの少なくとも１つを含むことを特徴とする
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記複数のＳＲＳタイプの中において、異なるＳＲＳタイプの非周期的ＳＲＳのリソー
ス及び／又は伝送方式は異なることを特徴とする
　請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記確定されたＳＲＳタイプは、前記端末装置のサポートする第１ＳＲＳタイプ及び第
２ＳＲＳタイプのうちの少なくとも１つを含み、
　前記第１ＳＲＳタイプの非周期的ＳＲＳの１回あたりの伝送は、単一のアンテナポート
を介して送信され、及び／又は、
　前記第２ＳＲＳタイプの非周期的ＳＲＳの１回あたりの伝送は、複数のアンテナポート
を介して送信されることを特徴とする
　請求項３に記載の方法。
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【請求項５】
　前記確定されたＳＲＳタイプは、前記端末装置のサポートする第１ＳＲＳタイプ及び第
２ＳＲＳタイプのうちの少なくとも１つを含み、
　前記第１ＳＲＳタイプの非周期的ＳＲＳの伝送回数が複数回であり、及び／又は
　前記第２ＳＲＳタイプの非周期的ＳＲＳの伝送回数が１回であることを特徴とする
　請求項３又は４に記載の方法。
【請求項６】
　前記確定されたＳＲＳタイプは、前記端末装置のサポートする第１ＳＲＳタイプ及び第
２ＳＲＳタイプのうちの少なくとも１つを含み、
　前記第１ＳＲＳタイプの非周期的ＳＲＳは、アップリンク信号の送信ビーム及び／又は
アップリンク信号の受信ビームを確定することに用いられ、及び／又は
　前記第２ＳＲＳタイプの非周期的ＳＲＳはアップリンク信号のスケジューリング情報を
取得することに用いられることを特徴とする
　請求項２～５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記確定された伝送方式は、
　前記非周期的ＳＲＳを送信するために用いたビーム、
　前記非周期的ＳＲＳを送信するために用いたビームの数、
　前記非周期的ＳＲＳを送信するために用いたアンテナポート、
　前記非周期的ＳＲＳを送信するために用いたアンテナポートの数、及び
　前記非周期的ＳＲＳの伝送回数のうちの少なくとも１つを含むことを特徴とする
　請求項１～６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記トリガーシグナリングに基づき、前記非周期的ＳＲＳのＳＲＳタイプを確定するこ
とは、
　前記トリガーシグナリングに示される前記非周期的ＳＲＳを送信するためのＳＲＳリソ
ースに基づき、前記非周期的ＳＲＳのタイプを確定することを含むことを特徴とする
　請求項１～７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記トリガーシグナリングは、ダウンリンク制御情報又はメディアアクセス制御ＭＡＣ
シグナリングにベアラされることを特徴とする
　請求項１～８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　端末装置であって、
　処理ユニット及び送受信ユニットを備え、
　前記送受信ユニットは、ネットワーク機器から送信された非周期的サウンディング基準
信号（ＳＲＳ）をトリガーするためのトリガーシグナリングを受信することに用いられ、
　前記処理ユニットは、前記トリガーシグナリングに基づき、前記非周期的ＳＲＳのＳＲ
Ｓタイプを確定し、確定されたＳＲＳタイプに基づき、前記非周期的ＳＲＳを送信するた
めのリソース及び／又は伝送方式を確定することに用いられ、
　前記送受信ユニットは、更に、確定されたリソース及び／又は確定された伝送方式に基
づき、前記ネットワーク機器へ前記非周期的ＳＲＳを送信することに用いられることを特
徴とする、前記端末装置。
【請求項１１】
　前記確定されたＳＲＳタイプは、前記端末装置のサポートする複数のＳＲＳタイプのう
ちの少なくとも１つを含むことを特徴とする
　請求項１０に記載の端末装置。
【請求項１２】
　前記複数のＳＲＳタイプの中において、異なるＳＲＳタイプの非周期的ＳＲＳのリソー
ス及び／又は伝送方式は異なることを特徴とする
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　請求項１１に記載の端末装置。
【請求項１３】
　前記確定されたＳＲＳタイプは、前記端末装置のサポートする第１ＳＲＳタイプ及び第
２ＳＲＳタイプのうちの少なくとも１つを含み、
　前記第１ＳＲＳタイプの非周期的ＳＲＳの１回あたりの伝送は、単一のアンテナポート
を介して送信され、及び／又は、
　前記第２ＳＲＳタイプの非周期的ＳＲＳの１回あたりの伝送は、複数のアンテナポート
を介して送信されることを特徴とする
　請求項１２に記載の端末装置。
【請求項１４】
　前記確定されたＳＲＳタイプは、前記端末装置のサポートする第１ＳＲＳタイプ及び第
２ＳＲＳタイプのうちの少なくとも１つを含み、
　前記第１ＳＲＳタイプの非周期的ＳＲＳの伝送回数が複数回であり、及び／又は
　前記第２ＳＲＳタイプの非周期的ＳＲＳの伝送回数が１回であることを特徴とする
　請求項１２又は１３に記載の端末装置。
【請求項１５】
　前記確定されたＳＲＳタイプは、前記端末装置のサポートする第１ＳＲＳタイプ及び第
２ＳＲＳタイプのうちの少なくとも１つを含み、
　前記第１ＳＲＳタイプの非周期的ＳＲＳは、アップリンク信号の送信ビーム及び／又は
アップリンク信号の受信ビームを確定することに用いられ、及び／又は
　前記第２ＳＲＳタイプの非周期的ＳＲＳはアップリンク信号のスケジューリング情報を
取得することに用いられることを特徴とする
　請求項１１～１４のいずれか１項に記載の端末装置。
【請求項１６】
　前記確定された伝送方式は、
　前記非周期的ＳＲＳを送信するために用いたビーム、
　前記非周期的ＳＲＳを送信するために用いたビームの数、
　前記非周期的ＳＲＳを送信するために用いたアンテナポート、
　前記非周期的ＳＲＳを送信するために用いたアンテナポートの数、及び
　前記非周期的ＳＲＳの伝送回数のうちの少なくとも１つを含むことを特徴とする
　請求項１０～１５のいずれか１項に記載の端末装置。
【請求項１７】
　前記処理ユニットは、更に、
　前記トリガーシグナリングに示される前記非周期的ＳＲＳを送信するためのＳＲＳリソ
ースに基づき、前記非周期的ＳＲＳのタイプを確定することに用いられることを特徴とす
る
　請求項１０～１６のいずれか１項に記載の端末装置。
【請求項１８】
　前記トリガーシグナリングは、ダウンリンク制御情報又はメディアアクセス制御ＭＡＣ
シグナリングにベアラされることを特徴とする
　請求項１０～１７のいずれか１項に記載の端末装置。
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